
３ヶ月後

滋賀県うちエコ診断について

うちエコ診断とは

資格を有する「うちエコ診断士」が環境省の専用ソフトを使い、パソコンでご家庭のライフス
タイルに合わせた具体的な省エネ・CO₂削減対策をわかりやすくご提案するものです。

うちエコ診断でできること

１．ご家庭の電気代やガス代を平均世帯と比較できます

２．ご家庭の“どこで”エネルギーを使いすぎているか原因がわかります

３．ご家庭の光熱費の効果的な削減対策をご提案いたします

＜例：省エネのコツ・節水アドバイス・家電買い替えのアドバイス など＞

うちエコ診断の方法

団体診断
自治会館や会議室等の
会場を提供いただき
１世帯ずつ順に診断

１ オンライン診断

ZOOM（オンライン会議ツール）

を使用する診断

２

訪問診断

うちエコ診断士が
ご自宅を訪問する診断

４

窓口診断

当センターに
お越しいただく診断

３

イベントにおける
ブース出展に合わせて
お越しいただく診断

会場診断５

申込から診断までの流れ

：TEL 077-569-5301

https://www.ohmi.or.jp/ondanka/diagnostication/

申込

• あらかじめ 受診世帯数（受診者）／診断方法／診断希望日（第３希望日まであると望ましい）を決定

≪おねがい≫

複数世帯でお申込みの場合は、できる限り診断日および診断方法が皆様同じになるよう調整してください。

• 滋賀県地球温暖化防止活動推進センターへ問い合わせ

TEL：077-569-5301 E-mail：ondanka@ohmi.or.jp

日程調整
• 当センターが条件に沿った担当診断士を調整⇒日時決定

事前調査票

• 以下のいずれかの方法で事前調査票（光熱費やライフスタイルに関するもの）を提出

①【Web】受診者各自がホームページ＜ https://www.ohmi.or.jp/ondanka/diagnostication/ ＞から入力

②【郵送】当センターから団体の代表者様（または各受診者のご自宅）に書面の調査票を郵送⇒記入後、返送

診断

• 提出いただいた事前調査票をもとに、１世帯30分程度で診断

≪おねがい≫

オンライン診断をのぞき、診断に必要なPC・プリンター（診断結果をその場でお渡しするため）を持参します。

電源の確保をお願いします。

アンケート

• 診断日より３ヶ月後を目処に、メールまたは書面にて、

診断前後でどのくらい省エネな暮らしに変化したのかを伺うアンケートへ回答

≪おねがい≫

アンケートのご回答をもって「うちエコ診断」が終了となりますので、必ずご回答願います。

【提出】
診断日より
２週間前まで

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター（公益財団法人淡海環境保全財団）

草津市矢橋町字帰帆2108 淡海環境プラザ２F
TEL：077-569-5301 FAX：077-569-5304 E-mail：ondanka@ohmi.or.jp

▲詳細はこちら！

【問合せ先】

１週間要

【申込】
診断日より
１ヶ月前まで

受診者には
プレゼントあり！
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